
個人情報ファイル簿（単票）        【健康福祉部 医療・年金課】 

個人情報ファイルの名称 国民年金受付処理簿 

行政機関等の名称 久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 医療・年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金制度に加入したことのある市民の状況の管理のために利

用する。 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４住民コード、５住所、６基礎年

金番号、７取得事由、８資格取得日、９被保険者種別、１０取得

事由、１１取得届出日、１２喪失事由、１３資格喪失日、１４喪

失理由、１５喪失届出日、１６免除受付日、１７免除状態区分、

１８免除該当日、１９免除該当理由、２０免除終了日、２１免除

消滅理由、２２免除送付日、２３免除裁定日、２４免除申請結果 

記録範囲 

国民年金被保険者関係届書、国民年金保険料免除・納付申請書ま

たは国民年金保険料学生納付特例申請書を提出し、受理された

者。または日本年金機構から資格取得・喪失、免除の承認・却下

等の情報提供を受けた者。 

記録情報の収集方法 
医療・年金課あるいは総合支所市民福祉課・市民センター窓口に

て申請者から受領。または日本年金機構からデータで情報提供。 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市健康福祉部総務 

（所在地）〒830-8520 久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【健康福祉部 医療・年金課】 

個人情報ファイルの名称 国民年金被保険者関係届書（申出書）控 

行政機関等の名称 久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 医療・年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金制度に加入したことのある市民の状況の管理のために利

用する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４電話番号、５住所、６基礎年金

番号、７個人番号、８資格情報、９免除情報 

記録範囲 国民年金被保険者関係届書を提出し、受理された者 

記録情報の収集方法 
医療・年金課あるいは総合支所市民福祉課・市民センター窓口に

て申請者から受領した関係届をコピー。 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市健康福祉部総務 

（所在地）〒830-8520 久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【健康福祉部 医療・年金課】 

個人情報ファイルの名称 国民年金給付受付簿 

行政機関等の名称 久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 医療・年金課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金の給付請求を行った市民の状況の管理のために利用す

る。 

記録項目 
１氏名、２住所、３基礎年金番号、４年金コード、５請求年齢、

６年金種別、７添付書類種類 

記録範囲 
未支給年金請求書、国民年金死亡一時金請求書、年金請求書（国

民年金障害基礎年金）を提出し、受理された者 

記録情報の収集方法 
医療・年金課あるいは総合支所市民福祉課・市民センター窓口に

て申請者から受領。 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市健康福祉部総務 

（所在地）〒830-8520 久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 

  



個人情報ファイル簿（単票）         【健康福祉部 医療・年金課】 

個人情報ファイルの名称 子ども医療費助成制度受給者ファイル 

行政機関等の名称 久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 医療・年金課 

個人情報ファイルの利用目的 受給者の状況の管理のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住民コード、５住所、６所得情

報、７給付情報、８口座情報 

記録範囲 

市民課にて各種届出（出生、死亡、婚姻、転出入、市内転居）を

提出し、且つ受給資格認定申請書が受理された者。あるいは既に

受給資格を取得している者の健康保険等の保有状況に変動が生

じ、それを届け出た者。 

記録情報の収集方法 
医療・年金課あるいは総合支所市民福祉課・市民センター窓口に

て申請者から受領 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 福岡県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市健康福祉部総務 

（所在地）〒830-8520 久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【健康福祉部 医療・年金課】 

個人情報ファイルの名称 重度障害者医療費助成制度受給者ファイル 

行政機関等の名称 久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 医療・年金課 

個人情報ファイルの利用目的 受給者の状況の管理のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住民コード、５住所、６所得情

報、７給付情報、８口座情報、９障害者手帳情報 

記録範囲 

市民課にて各種届出（出生、死亡、婚姻、転出入、市内転居）を

提出し、且つ受給資格認定申請書が受理された者。あるいは既に

受給資格を取得している者の健康保険等の保有状況に変動が生

じ、それを届け出た者。 

記録情報の収集方法 
医療・年金課あるいは総合支所市民福祉課・市民センター窓口に

て申請者から受領 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 
福岡県後期高齢者医療広域連合、福岡県国民健康保険団体連合

会、社会保険診療報酬支払基金 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市健康福祉部総務 

（所在地）〒830-8520 久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 

  



個人情報ファイル簿（単票）        【健康福祉部 医療・年金課】 

個人情報ファイルの名称 ひとり親家庭等医療費助成制度受給者ファイル 

行政機関等の名称 久留米市長 

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称 

健康福祉部 医療・年金課 

個人情報ファイルの利用目的 受給者の状況の管理のために利用する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日、３性別、４住民コード、５住所、６所得情

報、７給付情報、８口座情報 

記録範囲 

市民課にて各種届出（出生、死亡、婚姻、離婚、転出入、市内転

居）を提出し、且つ受給資格認定申請書が受理された者。あるい

は既に受給資格を取得している者の健康保険等の保有状況に変動

が生じ、それを届け出た者。 

記録情報の収集方法 
医療・年金課あるいは総合支所市民福祉課・市民センター窓口に

て申請者から受領 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 福岡県国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金 

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地 

（名 称）久留米市健康福祉部総務 

（所在地）〒830-8520 久留米市城南町15番地3 

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募
集をする個人情報ファイルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受
ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案を受ける組織の名称及
び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報
に関する提案をすることができる期
間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和５年１月１２日 


